
・所内，所外連携・調整

地域保健担当部長
新型コロナウイルス感染症

対策担当部長
新型コロナウイルス感染症

対策監

・医療機関等との調整
・接種会場確保・運営
・ワクチン管理・配送
・接種券発行　他

・コールコールセンター運営
・入院調整・勧告，受診調整
・医療費公費負担事務
・発熱外来運営　他

・疫学調査，クラスター対応
・発生届等，HER-SYS入力
・検体採取所運営
・検査受付，結果通知　他

・総括・庶務・議会対応
・公表・報道対応
・病床確保
・医療対策連絡会　他

令和４年４月１日現在

療養担当チーム統括チーム

保健所次長

検査・疫学調査チームワクチン接種チーム

保健所長感染症対策官

① 外来診療体制

かかりつけ患者に限定しない診療体制として，協力・サポート医療機関（内科等・小児科）や休日当番医に

よる外来診療体制を構築し，コールセンターと連動しながら受診先の相談，案内を行った。

② 入院医療体制

保健所，５基幹病院及び医師会等で構成する医療対策連絡会を設置し，コロナ病床の確保や輪番制の導入を

進めたほか，入院調整を保健師等が実施した。

③ 自宅療養支援

重症化リスクの高い者への医療提供を優先するため，軽症者は自宅療養が原則とされたことから，自宅療養

セットの配付や健康観察，体調悪化時の相談体制整備など，自宅療養者の支援体制を構築した。

医療提供体制

・令和２年１０月に一連の新型コロナ対策を担う専担組織を設置し，担当部長を配置して体制強化を図るとと

もに，兼務発令，所内応援及び全庁応援体制により感染拡大期の業務増に対応した。

・冬期観光客の受入対応を協議した関係部長会議の開催に始まり，健康危機対策本部会議開催や新型コロナウ

イルス感染症対策本部会議設置（法定）により，参集範囲等を拡大し，全庁的な対策を講じた。

組織・人員体制 旭川市保健所 新型コロナウイルス感染症対策概要【感染対策編】

令和２年２月に市内で初確認され，令和５年５月の５類移行までの約３年間に９万人を超える市民が

感染した新型コロナウイルス感染症に対し，本市では令和２年１月２９日に関係部長会議を開催して以

降，同年４月９日に市対策本部会議を設置し，様々な緊急対策を講じてきました。

保健所においては専担組織を設置し，予防啓発，相談，疫学調査，行政検査，移送，受診・入院調整

など感染症に関する一連の対策を実行するとともに，５基幹病院や医師会等と協議を重ねながら感染拡

大防止と医療提供体制の強化に取り組みました。

■ 統計データ（令和２年２月２２日～令和５年５月７日）

・令和２年２月に帰国者・接触者相談センター（直営）を設置したが，冬期の感染拡大に備えるため，令和２

年１０月に２４時間コールセンターを設置し，同年１１月からは発熱外来を案内する受診相談を開始した。

・令和４年９月の全数届出見直しに合わせてフォローアップセンター（ＦＵＣ）を設置し，陽性者（自宅療養

者）の２４時間健康相談窓口を開設した。

相 談 窓 口

・感染拡大防止を図るため，聞き取り調査・検査による感染源の特定と濃厚接触者の行動制限による積極的疫

学調査を実施。令和４年のオミクロン株以降は感染者数の増加に対応するため，調査対象を同居家族と高齢者

施設等に限定して重点化を図るとともに，感染症対策官を配置し，クラスター発生施設の現地に入り，感染管

理指導等を行った。

・令和２年１１月の大規模クラスター発生時には，ＪＭＡＴやＤＭＡＴ，国立感染研等の支援及び自衛隊の災

害派遣により対応した。

疫学調査・クラスター対応

・検体採取所の設置，衛生検査課のＰＣＲ機器の増強，市内医療機関への検査委託を行い，検査能力の強化を

図った。

・令和４年度には感染力の高いオミクロン株に対応するため，高齢者施設等への集中的検査事業や，ＦＵＣに

よる抗原検査キット配布・陽性判定・登録事業など，抗原検査キットを活用した検査事業を実施した。

検 査 体 制

・感染症法に基づく患者の移送及び移動困難者の移送について，保健所，消防本部，委託先民間事業者により，

２４時間体制で対応した。

移 送 体 制

・個人情報の取扱いに留意しながら随時記者会見や報道発表を行うとともに，ＳＮＳやフリーペーパーなど

様々な手法を用いながら，市内の感染状況や集団発生の情報提供及び予防啓発活動を行った。

広報・予防啓発

■ 事業規模（決算額）

■ 組織体制

① 感染者数 91,356人 ⑨ 相談件数（コールセンター・FUC） 131,457件

② 死亡者数 351人 ⑩ 協力・サポート医療機関（最大） 38件

③ クラスター認定件数 505件 ⑪ 入院勧告件数 ４，５８７件

④ 行政検査件数（市内全体） 468,641件 ⑫ コロナ病床確保数（最大） 217床

⑤ 行政検査件数（衛生検査課分） 59,776件 ⑬ コロナ病床使用数（最大） 163床

⑥ 保健所検体採取数 83,665件 ⑭ コロナ病床稼働率（最大） 86.3％

⑦ 移送件数（患者・移動困難者） 3,108件 ⑮ 職員体制（感染対策・最大） 85人

⑧ 自宅療養セット配付数 63,980件

※令和5年度は5類移行後の段階的移行措置も含めた令和6年3月末決算見込み額

令和元年度 １，８００万円 令和２年度 ４億８，４００万円

令和３年度 １４億５，２００万円 令和４年度 ４２億４，6００万円

令和５年度(決見） ９億７，１００万円 合 計 71億７，１００万円
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新規感染者数/週

R2.3.23～R2.5.17
・感染者：16人

※初確認から

R2.6.22～R2.9.27
・感染者：14人

R2.10.26～R3.2.28
・感染者：1,073人

・1日最多：50人(R3.12.7)

・1週最多：200人

R3.3.1～R3.6.20
・感染者:923人

・1日最多：38人(R3.5.24)

・1週最多：165人

R3.7.12～R3.9.26
・感染者：1,371人

・1日最多：83人(R3.8.24)

・1週最多：389人

R3.12.20～R4.6.26
・感染者：19,851人

・1日最多：342人(R4.4.25)

・1週最多：1,731人

R4.7.4～R4.9.25
・感染者：22,566人

・1日最多：630人(R4.8.22)

・1週最多：2,994人

R4.9.26～R5.3.12
・感染者：42,582人

・1日最多：877人(R4.11.22)

・1週最多：3,965人

従 来 株 アルファ株 デルタ株 オミクロン株BA.1 BA.2 BA.5

R2.2.28～3.19

緊急事態宣言(道独自)

R2.4.16～5.25

緊急事態宣言

R3.5.9 まん延防止等重点措置

→5.16 緊急事態宣言

→6.21～7.11 まん延防止等重点措置

R3.8.2(旭川市は8.20～)

まん延防止等重点措置

→8.27～9.30 緊急事態宣言

R4.1.27～3.21

まん延防止等重点措置

■R2.1.28 指定感染症に閣議決定

■R2.1.30 政府対策本部を設置，

WHO 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態宣言

■R2.3.6 PCR検査

公的医療保険適用開始

■R2.3.26 新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づく政府対策本部を設置

■R2.5.29 HER-SYS運用開始

■R2.12.25 アルファ株検出（国）

■R3.2.13 改正特措法により新型コロナ感染症が新

型インフルエンザ等感染症に位置づけ（2類相当）

■R3.3.28 デルタ株検出（国）

■R3.8.3 ハイリスク者への

重点化等患者療養の考え方を整理

■R3.9.27 抗原検査キットの薬局一般販売承認

■R4.1.14 濃厚接触者の待機

期間を10日間に短縮

■R4.1.28 濃厚接触者の待機

期間を7日間に短縮

■R4.7.22 濃厚接触者の待機

期間を5日間に短縮

■R4.7.30 抗原検査キットによる

セルフチェック→FUC判定・登録→自

宅療養の仕組み導入を通知

■R4.8.31 抗原検査キットのネット販売解禁

■R4.9.26 全数届け出見直し

発生届対象の限定と全国一律の

FUC設置

■R5.1.27

5類感染症への

移行決定

■R5.3.13

マスク着用を個人判断に

◎R5.5.8

5類に移行
国
・
北
海
道

■R2.2.5 第1回医療対策連絡会

5基幹病院での受入検討を依頼

■R2.2.7 帰国者・接触者相談センター設置（直営）

■R2.2.22 市内初の陽性者確認

■R2.4.9 第1回市対策本部会議開催

■R2.10.12 新型コロナ感染症対策担当設置

■R2.11.1 検体採取所開設

■R2.11.2 市内初のクラスター発生

■R2.11.3 第23回市対策本部会議（11月に計8回開催）

■R2.11.6～ 3件の大規模クラスター発生

■R2.12.23 レンガビルに機能移転

■R2.12 第19回医療対策連絡会を開催

■R2.11.1 医療体制整備支援事業事業（協力・サポート医療機関），

休日等発熱者診療対応事業開始

■R2.11.25 宿泊療養施設（１棟目）受

付開始

■R3.6.3 宿泊療養施設(2棟目）受付開始

■R3.6.21 自宅療養セット配付事業開始

■R3.11.8 さんろく臨時採取所設置（～11.30）

■R3.10 スポーツクラブ集中検査実施

■R3.12.9 市長・振興局長SNS共同メッセージ

■R4.4.1 感染症対策官配置

■R4.5.10 陽性者情報聞き取り調査にＷＥＢフォームの活用開始

■R2.3.5 5基幹病院による入院受入開始

■R4.6.15 旭川圭泉会病院 コロナ病床確保

→以降，5基幹病院以外にもコロナ病床を確保

XBB.1.5

■R5.5.8

政府対策本部

を廃止

■R5.4.20

第76回市対策本

部会議開催

→R5.5.8

対策本部廃止

【相談・診療・病床・自宅療養】

旭
川
市

【発生動向】

【組織】

■R4.9.26 旭川市FUC設置

調査補助，HER-SYS入力，健康観察，陽性者相談，夜間救急

相談，検査キット配布・判定事業開始→全庁応援体制を解消

■R2.10.12 相談窓口（コールセンター）開設

■R3.4.16 アルファ株検出

■R3.7.16 デルタ株検出

■R4.1.11 BA.1を検出

■R4.4.8 BA.2を検出

■R4.7.9 BA.5を検出

■R5.1.12 BQ.1.1を検出

■R5.3.9 XBB.1.5を検出

R2.2.22 市内で感染初確認

R2.11.2

市内飲食店で初のクラスター

R３.5.21

病床稼働率が78.2%に

・R2.11.6 吉田病院

R2.11.21 旭川厚生病院

R2.12.1 北海道療育園で大規模クラスター発生

・R2.12.7 北海道を通じて自衛隊に災害派遣要請

・R2.11.23 病床稼働率が86.3%に

■R2.10.2 旭川市医師会と

行政検査集合契約

■R2.12.7 北海道を通じて自衛隊派遣要請(※12.8知事が正式に要請）

・スポーツクラブ，さんろく街で感

染が継続発生し，感染が収束せ

ず

・R3.11.8 さんろく臨時検体採

取所設置

・BA.1→BA.2への置き換わり

により感染者高止まり，再拡大

・R4.3 積極的疫学調査をハイリ

スク施設に重点化

・R4.9～ 株の置き換わりによらない

再拡大発生

・全国に先行して北海道が第8波を迎え

る。

・R4.12.2 病床稼働率が75.8%に

■R4.3.1 疫学調査を同居家族と医療機関，高齢者施設に重点化

■R2.9.4 次のインフルエンザ流行に備えた

診療・検査・相談体制の準備を都道府県等に通

知

旭川市における新型コロナウイルス感染症の発生状況と主な対策

■R3.11.30 かかりつけ医の健康観察事業開始 ■R4.8.８ 一次医療機関での有症状者受入拡大

■R4.9.7 陽性者の自宅療養期間を7日間に短縮

■R4.11 高齢者施設等への集中的検査実施

■R5.2 高齢者施設等への集中的

検査追加実施

第１波 第２波 第５波 第６波第４波 第８波第７波第３波
感
染
拡
大
期

・
流
行
株

■R4.5.17 MY HER-SYS

本格運用 開始

■R2.6.12 陽性者の退院・解除基準を14→10日間に見直し

■R2.1.29 第1回関係部長会議開催 ■R2.11.25 新型コロナ感染症対策担当部長配置

■R2.2.１７ 第1回健康危機管理対策本部会議開催

■R3.11.30 オミクロン株検出（国）


